
平
成
十
九
年
七
月
三
日
提
出

質
問
第
四
六
九
号

在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
管
理
体
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
管
理
体
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
七
月
三
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
一
二
号
）
に
よ
れ
ば
、
在
ロ
シ

ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
以
下
、
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）
に
お

け
る
「
ロ
シ
ア
概
観
」
と
い
う
ロ
シ
ア
の
概
要
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
二
〇
〇
七
年
六
月
六
日
に
更
新
さ
れ
る
ま
で
、
セ

ル
ゲ
イ
・
イ
ワ
ノ
フ
氏
が
ロ
シ
ア
連
邦
副
首
相
兼
国
防
大
臣
で
あ
る
と
、
二
〇
〇
七
年
一
月
現
在
の
古
い
情
報
を
掲
載
し
続

け
た
こ
と
の
理
由
に
つ
き
、
政
府
が
「
た
ま
た
ま
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
へ
の
掲
載
が
遅
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
答
弁
し
た
こ

と
に
つ
い
て
、
右
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
新
を
担
当
職
員
が
忘
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
た
ま
た

ま
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
へ
の
掲
載
が
遅
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
大
使
館
広
報
文
化
部
に
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
掲
載
自
体
を
忘
れ
て

い
た
の
で
は
な
く
、
「
た
ま
た
ま
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
へ
の
掲
載
が
遅
れ
た
」
と
は
、
具
体
的

に
ど
う
い
う
事
由
に
よ
る
も
の
か
。
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を
更
新
す
る
際
に
、
「
大
使
館
」
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
「
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
」
の
サ
ー
バ
ー
に
何
ら
か
の
不
具
合
が
生
じ
た
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
か
。
「
た
ま
た
ま
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大

使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
へ
の
掲
載
が
遅
れ
た
」
と
す
る
具
体
的
な
経
緯
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

一



二

過
去
に
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
更
新
が
、
一
の
よ
う
に
「
た
ま
た
ま
」
遅
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
な
ら
ば
、
直

近
の
事
例
三
件
に
つ
き
、
な
ぜ
た
ま
た
ま
遅
れ
た
の
か
具
体
的
経
緯
に
つ
き
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
政
府
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
七
年
六
月
六
日
に
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
が
更
新
さ
れ
る
ま
で
、
ロ
シ
ア
連
邦
副
首

相
兼
国
防
大
臣
の
情
報
に
つ
い
て
同
年
一
月
時
点
で
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
二
千
七
年
一
月
の
時

点
で
ロ
シ
ア
連
邦
副
首
相
兼
国
防
大
臣
が
セ
ル
ゲ
イ
・
イ
ワ
ノ
フ
氏
で
あ
っ
た
と
の
事
実
は
変
わ
り
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、

外
務
省
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
我
が
国
の
国
益
が
損
な
わ
れ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
過
去
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
確
定
し
て
い
る
事
実
が
未
来
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
変
わ
る
は
ず
が
な
い
の
は
明
白
で
あ

り
、
右
答
弁
は
質
問
者
を
愚
弄
す
る
答
弁
で
あ
る
と
思
料
す
る
。
二
〇
〇
七
年
二
月
十
五
日
に
ア
ナ
ト
ー
リ
ー
・
セ
ル
ジ
ュ

コ
フ
氏
が
ロ
シ
ア
連
邦
国
防
大
臣
に
就
任
し
た
時
点
か
ら
セ
ル
ゲ
イ
・
イ
ワ
ノ
フ
氏
は
国
防
大
臣
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の

に
も
関
わ
ら
ず
、
セ
ル
ゲ
イ
・
イ
ワ
ノ
フ
氏
が
ロ
シ
ア
連
邦
国
防
大
臣
で
あ
る
と
い
う
二
〇
〇
七
年
一
月
の
時
点
で
の
古
い

情
報
を
、
同
年
六
月
六
日
に
更
新
さ
れ
る
ま
で
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
に
掲
載
し
続
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
何
ら
か

の
不
手
際
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
か
。

四

三
に
関
し
て
、
不
手
際
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
不
手
際
の
責
任
を
だ
れ
が
負
う
か
。 二



五

三
に
関
し
て
、
不
手
際
は
な
か
っ
た
と
外
務
省
が
認
識
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
う
認
識
し
て
い
る
具
体
的
根
拠
、
理
由

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
管
理
を
担
当
し
て
い
る
「
大
使
館
」
広
報
文
化
部
の
長
で
あ
る
中
村
耕
一
郎
氏
が
、
二
〇
〇
七
年

七
月
三
日
現
在
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
に
基
づ
き
提
出
し
た
贈
与
等
報
告
書
の
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

過
去
に
中
村
耕
一
郎
氏
が
国
家
公
務
員
法
も
し
く
は
外
務
省
内
規
違
反
に
よ
り
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ
る
な

ら
ば
、
処
分
が
発
令
さ
れ
た
日
に
ち
、
処
分
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


